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美瑛町の健全化判断比率算定結果  

総括表① 健全化判断比率の状況（令和５年度決算） 

総括表② 連結実質赤字比率等の状況（令和５年度決算） 

１①表 一般会計等に係る実質収支額 

資金不足比率等に関する算定様式  

総括表③ 実質公債費比率の状況（計算内訳表） 

総括表④ 将来負担比率の状況（令和５年度決算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【用語説明】 

 

○標準財政規模 

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の

規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額 

 

 

○実質赤字比率 

  当該地方公共団体の一般会計等（普通会計）を対象とした実質赤字額の標

準財政規模に対する比率 

 

 

○連結実質赤字比率 

当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標

準財政規模に対する比率 

 

 

○実質公債費比率 

当該地方公共団体の一般会計等（普通会計）が負担する元利償還金及び準

元利償還金の標準財政規模※に対する比率 

 

 

○将来負担比率 

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、地方公共

団体の一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規

模※に対する比率 

 

 

※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額 



１.健全化判断４比率

早期健全 財政再生

令和５年度 令和４年度 化 基 準 基 準

(1)

 実質赤字比率
赤字なし
【▲4.5％】

赤字なし
【▲4.0％】

  普通会計の実質収支が287,387千
円の黒字となったことから、実質赤
字比率は算定されない。参考として
算定した場合は、▲4.5％となる。

14.28％ 20.0％

(2)

 連結実質赤字
 比　　　　率

赤字なし
【▲22.3％】

赤字なし
【▲19.2％】

　普通会計の実質収支に公営企業の
資金不足・剰余額と特別会計の実質
収支を加えた金額が、1,420,459千
円の黒字となったことから連結実質
赤字比率は算定されない。参考とし
て算定した場合は、▲22.3％とな
る。

19.28％ 30.0％

(3)

実 質 公 債 費
比 率

(4)

 将来負担比率 24.7％
（5.4％）

27.9％
（8.5％）

　令和５年度においては、起債借入
額（901,524千円）を償還額
（1,666,891千円）が上回ったこと
により地方債現在高が減少したこと
などから、比率は減少している。
　また、備荒資金組合超過納付金を
実質的な基金として考慮した場合の
比率は、5.4％となる。

350.0％

２.公営企業等会計の資金不足比率

令和５年度 令和４年度

水 道 事 業
　資金不足がないことから、比率は
算定されない

下 水 道 事 業
　資金不足がないことから、比率は
算定されない

水力発電事業
　資金不足がないことから、比率は
算定されない

病 院 事 業
　資金不足がないことから、比率は
算定されない

老人保健施設
　実質収支が黒字（資金不足なし）
のため、比率は算定されない

会 計 区 分
資金不足比率　

令和５年度算定内容

　資金不足なし　　資金不足なし　

比　　　　　率
令和５年度算定内容

20.0％

公 営 企 業

経営健全化基準

令和５年度美瑛町の健全化判断比率算定結果

　単年度での実質公債費比率は、Ｒ
３年度12.4%、Ｒ４年度13.9%、Ｒ５
年度14.0%となっている。今後は元
金償還額が減少することから、地方
債の借入に一部制限のかかる18％を
上回る状況にはない。

25.0％ 35.0％13.4% 12.5%

区　　　　分



Ver.05.00

（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

014591 北海道 美瑛町 - - 13.4 24.7

団体区分 5.町村

↑※必ず選択して下さい。

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 14.28 19.28 25.0 350.0

6,376,385 25,924 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

総括表① 健全化判断比率の状況 （令和5年度決算）



Ver.05.00 団体名

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 279,241 4.4 水道事業会計 965,198 15.1

農業研修施設事業特別会計 0 下水道事業会計 42,537 0.7

白金泉源事業特別会計 8,236 0.1 水力発電事業会計 11,600 0.2

一 病院事業会計 113,735 1.8

法
般

適
会

用
計

企
等

業

小　　　計 287,477 4.5

標準財政規模 6,376,385 100.0

実質赤字比率　（％） -4.50 ※

会　　計　　名 実質収支額

老人保健施設事業特別会計 2 0.0

法

非

適

用

企

業

※　実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値で表示されます。 合　　　　　計 1,420,549 22.3

標準財政規模（再掲） 6,376,385 100.0

連結実質赤字比率　（％） -22.27 ※

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

一
般
会
計
等
以
外
の
特
別
会
計
の
う
ち

公
営
企
業
に
係
る
特
別
会
計
以
外
の
会
計

北海道美瑛町

宅
地
造
成
事
業

宅
地
造
成
事
業

宅
地
造
成
事
業
以
外

宅
地
造
成
事
業
以
外

総括表② 連結実質赤字比率等の状況 （令和5年度決算）



団体名

Ver.05.00
（単位：千円）

継続費
逓次繰越額 (5)

繰越明許費
繰越額　(6)

事故繰越
繰越額　(7)

事業繰越額
(8)

支払繰延額
(9)

(5)～(9)に係る

未収入特定財源

(10)

一般会計 11,967,824 11,682,673 285,151 5,910 3,710 2,200 279,241

農業研修施設事業特別会計 2,618 2,618 0 0 0

白金泉源事業特別会計 26,870 18,634 8,236 0 8,236

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 標準財政規模

0 0 0 6,376,385

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11,997,312 11,703,925 293,387 5,910 0 3,710 2,200 0 0 0 287,477 -4.50

※　本表は、一般会計等の相互間の重複額を控除した純計による歳入及び歳出を基に実質赤字比率を算定するための様式です。

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計

実質赤字比率
（％）

合　計

北海道美瑛町

会　計　名
歳入総額

(1)
歳出総額

(2)
歳入歳出差引額(3)

(1)-(2)

翌年度に繰り
越すべき財源(4)

 (5～9-10)

実質収支額(11)
(3)-(4)

１①表（純計） 一般会計等に係る実質収支額



資金不足比率等に関する算定様式

(14)　合計

２①表　公営企業会計に係る資金不足額等 1,133,996 → → → → → 17.8

法適用企業 ↑

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a-b-c
 (-d)

流動負
債
 a

控除企業
債等

 b

控除未
払金等

 c

控除額
 d

算入
地方債

e+f-g
 (-h)

流動
資産
 e

貸倒引
当金

ｆ

控除
財源
 ｇ

控除額
 ｈ

地方債
残高
 （宅
造）

長期
借入金
 （宅
造）

令３条１項
の額・

令４条の額

解消可能
資金不足

額

資金不足額
・剰余額

（連結実質
赤字比率）

資金不足
額

（資金不足
比率）

営業収益
の額

-受託工
事

収益の額

事業の規
模

繰越
欠損金

014591 北海道 美瑛町 5 6,376,385 水道事業会計 水道 1 法適 53,027 92,064 39,037 ####### 1,018,225 - ▲ 965,198 0 965,198 - 224,061 224,061 - 15.1

014591 北海道 美瑛町 5 6,376,385 下水道事業会計 下水道 1 法適 30,048 131,462 102,340 72,585 72,585 - ▲ 43,463 0 43,463 - 122,159 122,159 - 0.7

014591 北海道 美瑛町 5 6,376,385 水力発電事業会計 電気 1 法適 3,466 3,466 15,066 15,066 - ▲ 11,600 0 11,600 - 30,857 30,857 - 0.2

014591 北海道 美瑛町 5 6,376,385 病院事業会計 病院 1 法適 92,111 210,750 118,639 205,846 205,846 - ▲ 113,735 0 113,735 - 661,623 661,623 - 114,867 1.8

２①表　公営企業会計に係る資金不足額等

法非適用企業

(1) (2) (3) (3') (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

歳出額
算入

地方債
s-t1-t2-t3
-t4-t5+t'

歳入額 s

継続費
逓

次繰越
額 t1

繰越明許
費繰越額

 t2

事故繰
越

繰越額
 t3

事業
繰越額

 t4

支払
繰延額

 t5

未収入
特定
財源
 t'

土地収入
見込額
 （宅造）

地方債
残高
 （宅
造）

長期
借入金
（宅造）

令３条１項
の額・

令４条の額

解消可能
資金不足

額

資金不足額
・剰余額

（連結実質
赤字比率）

資金不足
額

（資金不足
比率）

営業収益
の額

-受託工
事

収益の額

事業の規
模

宅
造
区
分

非適

資金不足
比率

 (9)/(11)
（％）

標準財
政

規模比
 (8)/x
（％）

資金不足
比率

 (9)/(11)
（％）

標準財
政

規模比
 (8)/x
（％）

（単位：千円）

法適

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市町村
名等

団体
区分

標準財政
規模

 x
特別会計名

事業
区分

（単位：千円）

地方
公共
団体
コード

都道府
県名

市町村
名等

団体
区分

標準財政
規模

 x
特別会計名

事業
区分

宅
造
区
分



団体名

Ver.05.00

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く）（３③
Ａ表「元利償還
金」欄の数値を
転記）

積立不足額を考
慮して算定した
額（３①表
「エ」欄の数値
を転記）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）（３①表
「ウ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額
（３③Ａ表「特
定財源計」欄の
数値を転記）

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金及び準
元利償還金(ただ
し、④～⑦に係
るものは、地方
債の元利償還額
を基礎として算
入されたものに
限る)

令和3年度 1,736,235 262,051 36,036 7,467 68,232 107,418 1,171,723 48,469

令和4年度 1,815,656 261,338 31,927 5,945 63,681 88,811 1,205,794 48,283

令和5年度 1,700,793 278,088 27,891 2,371 55,879 73,920 1,110,660 48,588

⑫ ⑬ ⑭ ⑮
標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債

発行可能額
地方財政法第５
条の３第４項第
１号の規定に基
づき総務大臣が
定める額
（特別区のみ記
入）

令和3年度 1,573,391 4,750,151 218,586 令和3年度 12.38747

令和4年度 1,575,989 4,816,369 58,475 令和4年度 13.86657

令和5年度 1,605,074 4,745,387 25,924 令和5年度 14.00089

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに独立行政法
人森林総合研究
所、独立行政法人
水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行う
事業に対する負担
金（省令第７条第
３号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

損失補償又は保証
に係る債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
６号）

地方公共団体以外
の者の債務を引き
受けた場合におけ
る当該債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
７号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第８号）

利子補給に係るも
の（政令第12条第
４号）

令和3年度 7,467 

令和4年度 5,945 

令和5年度 2,371 

13.4

⑥の内訳

北海道美瑛町

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

総括表③ 実質公債費比率の状況（令和5年度決算）



Ver.05.00 団体名

将来負担額
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 地方独立行政法人 第三セクター等
(損失補償、信託、貸付)

10,685,884 0 1,344,967 59,332 1,353,352 0 0 0 0 0 0 0

（分母比） 208 26 1 26

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

3,118,965 229,399 0 8,820,659

（分母比） 61 5 172

261 237 25

124 24 100

債務負担行為に
基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合
負担等見込額

退職手当
負担見込額

北海道美瑛町

組合連結実質
赤字額負担見込額

連結実質
赤字額

Ａ　－　Ｂ

Ｃ　－　Ｄ

充当可能基金
充当可能
特定歳入

設立法人の
負債額等
負担見込額

基準財政需要額
算入見込額

地方債の現在高

将来負担額　A

標準財政規模　Ｃ

充当可能財源等　Ｂ

13,443,535

6,376,385

24.7

将来負担比率　（％）

5,143,217

1,274,512

1,233,168

12,169,023

算入公債費等の額　Ｄ

―

総括表④ 将来負担比率の状況 （令和5年度決算）

―

＝ ＝


